
2013年12月１日（    ）13 広報うらそえ 2013年12月１日 （    ）12広報うらそえ

問い合わせ ☎８７６－１２３４

Ｎｏ.29

●個人および法人市民税、軽自動車税等の賦課に関すること・・・・市民税課　内線（2211～2217）
●固定資産税（土地、家屋および償却資産）の賦課に関すること・・・資産税課　内線（2261～2265）
●市税の徴収や納税相談等に関すること・・・・・・・・・・・・・納 税 課　内線（2315・2318）

12
月
25
日（
水
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

固
定
資
産
税
第
３
期
分
の
納
期
限
は

固
定
資
産
税
第
３
期
分
の
納
期
限
は

12
月
25
日（
水
）で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

◆
納
期
限
内
に
納
付
を

　
納
期
限
内
に
納
付
が
な
い
方
に
対
し
て

は
、
督
促
状
や
催
告
書
の
発
送
、
電
話
催
告

な
ど
に
よ
り
自
主
的
に
納
付
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
呼
び
掛
け
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
納
付
や
納
付
の
ご
相
談
を
し
て
い
だ
け
な

い
方
に
対
し
て
沖
縄
県
と
浦
添
市
が
共
同
で

滞
納
整
理
を
行
い
ま
す
。

　
納
付
す
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
滞
納
を
続
け
る
方
に
対
し
て
は
、
や
む

を
得
ず
調
査
を
行
い
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の

処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
で
き
な
い
場
合

は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
中

　
納
税
の
相
談
を
し
た
い
が
、
平
日
に
市
役

所
へ
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、

休
日
の
納
税
相
談
の
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
平
日
に
ご
都
合
が
合
わ
な
い
方
は
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
休
日
納
税
相
談
窓
口
で
は
、
相
談
の
ほ
か

市
税
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　
ご
相
談
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前

に
納
税
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

対
象
税
目
は
、
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
で
す
。

【
日
時
】
平
成
25
年
12
月
の
毎
週
日
曜
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
月
29
日
を
除
く
）

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

【
場
所
】
浦
添
市
役
所
　
納
税
課
窓
口

　
　
　
　
（
本
庁
舎
２
階
）

　
病
気
や
災
害
な
ど
法
律
の
定
め
る
困
難
な

事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
納

税
の
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
法
律
の
定
め
に
よ
り
、
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
完
納
さ
れ

な
い
と
、
督
促
状
が
発
送
さ
れ
、
以
降
は
督

促
手
数
料
１
０
０
円
と
合
わ
せ
て
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
市
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
は
、
一
度
申
込
み

を
す
れ
ば
、
納
期
限
の
日
に
自
動
的
に
納
付

す
る
便
利
な
制
度
で
す
。

【
申
込
方
法
】

　
納
税
通
知
書
に
あ
る
口
座
振
替
依
頼
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
口
座
を
お
持
ち

の
金
融
機
関
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、市
内
に
あ
る
金
融
機
関
に
備
え
付

け
て
あ
る
依
頼
書
で
も
申
込
で
き
ま
す
。

そ
の
際
は
、
①
預
金
通
帳 

②
通
帳
届
出
印

③
納
税
通
知
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
口
座
振
替
の
で
き
る
金
融
機
関
】

琉
球
銀
行
・
沖
縄
銀
行
・
沖
縄
海
邦
銀
行

沖
縄
県
労
働
金
庫
・
沖
縄
県
農
業
協
同
組

合
・
コ
ザ
信
用
金
庫
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

（※

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
備
え
付
け
の
専
用
の

申
込
用
紙
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
）

◆
コ
ン
ビ
ニ
納
付
・
ペ
イ
ジ
ー
納
付
が
で
き
ま
す

　
こ
れ
ま
で
の
金
融
機
関
に
加
え
て
、
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

（
郵
便
局
）
、
ペ
イ
ジ
ー
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
・
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
・
Ａ
Ｔ

Ｍ
）
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※

対
象
税
目
は
、
市
県
民
税
（
普
通
徴

収
）
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
で
す
。

【
対
象
の
納
付
書
】

　
納
税
通
知
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
納
付

書
、
再
発
行
納
付
書
、
分
割
納
付
書
、
督
促

状
が
対
象
で
す
。
納
付
場
所
は
、
納
付
書
の

裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（※

督
促
状
は
コ
ン
ビ
ニ
納
付
の
み
対
象
）

◆
固
定
資
産
税
の
減
免
申
請
期
限
の
変
更
に

　つ
い
て

　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
事
業
に

よ
る
設
備
の
新
設
、
増
設
等
を
行
っ
た
場
合
、

固
定
資
産
税
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
本
市
の
産
業
の
振
興
及
び
雇
用
の
拡
大
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
固
定
資
産
税
の
減

免
申
請
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
３
月
31
日
か
ら

１
月
31
日
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
対
象
事
業
は
、
情
報
通
信
産
業
振
興
事

業
、
観
光
地
形
成
促
進
事
業
、
産
業
高
度

化
・
事
業
革
新
促
進
事
業
で
す
。

　
申
請
を
予
定
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
き
ま

し
て
は
、
１
月
31
日
ま
で
に
提
出
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
資
産
税
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
浦
添
市
納
税
通
知
書
等
封
筒
（
裏
面
）
の

　広
告
主
募
集
の
ご
案
内

　
浦
添
市
で
は
、
経
費
節
減
の
一
環
と
し

て
、
納
税
通
知
書
等
封
筒
を
広
告
媒
体
と
し

て
活
用
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
広
告
掲
載
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
広
告
主
を
募
集
し
ま

す
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
掲
載
す
る
広
告
の
内
容

を
企
画
し
、
お
申
込
く
だ
さ
い
。

○
広
告
媒
体

① 

市
・
県
民
税
納
税
通
知
書
封
筒

② 

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
封
筒

③ 

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
封
筒

④ 

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
封
筒

○
発
送
数

　
①
〜
④
の
各
納
税
通
知
書
等
封
筒
を
合
計

　
し
た
予
定
発
送
数…

…
…
…
…

約
12
万
通

○
広
告
掲
載
料

　
最
低
募
集
価
格…

…
…

６
万
３
０
０
０
円

　※

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
含
む

○
募
集
期
間

　
12
月
２
日
（
月
）
〜
12
月
20
日
（
金
）

　
午
後
５
時
ま
で
（
必
着
）

○
掲
載
場
所

平
成
26
年
度
浦
添
市
納
税
通
知
書
等
封
筒

の
裏
面
（
下
図
参
照
）

○
提
出
書
類

１
　
浦
添
市
納
税
通
知
書
等
広
告
掲
載
申

込
書
（
浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

　
２
　
広
告
原
稿

　
３
　
事
業
概
要
が
分
か
る
書
類

４
　
資
格
ま
た
は
免
許
を
必
要
と
す
る
業

種
の
方
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
書
類

の
写
し

５
　
市
外
業
者
の
方
は
、
当
該
市
町
村
か

ら
の
税
金
を
完
納
し
た
証
明
書

　
こ
れ
ら
提
出
書
類
を
市
民
税
課
宛
郵
送
ま

た
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
〒
９
０
１
ー
２
５
０
１

　
浦
添
市
安
波
茶
１
丁
目
１
番
１
号

　
浦
添
市
役
所 

市
民
税
課
庶
務
係
（
２
階
）

○
浦
添
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
も
募
集
記
事
を
掲
載

し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　http://w
w
w
.city.urasoe.lg.jp

　納
税
通
知
書
等
封
筒
裏
面

　（
イ
メ
ー
ジ
図
）

　

※この広告は、広告収入を得て封筒作成経費の一部に充てる取組みで、広告主
は公平な審査により決定されています。（広告内容に関するご質問は、広告
主に直接お問い合わせください。）

浦添市が使用 広告掲載場所

８cm

６cm

広 告

資
産
税
課
　
償
却
資
産
係

　
　
☎ 

８
７
６
ー
１
２
３
４

　
　
　
　(

内
線
　
２
２
６
４)

市
民
税
課
　
庶
務
係

　
☎ 

８
７
６
ー
１
２
３
４

　
（
内
線
２
２
１
１
・
２
２
１
２
）

　浦添市では、税の公平・公正を確保す
るため、11月と12月を「市税徴収強化月
間」として、沖縄県と共に市税の納付推
進を強化しています。
　市税は住み良い浦添市をつくるため
の貴重な財源です。
　市税の納め忘れがないか、ご確認くだ
さい。

12月は市税徴収強化月間

納
税
の
緩
和
措
置
が
あ
り
ま
す

市
税
を
滞
納
す
る
と
・
・
・


